
三沢市基地対策審議会 

（会議概要） 

 

１ 日時 

 

平成２６年２月２１日（金） 午後３時から 

 

２ 場所 

 

 市役所本館４階 大会議室 

 

３ 出席者 

 

（１）審議会 

  会長  種 市 美佐男 

  副会長 月 館 秀 明 

  委員  村 上   貢 

委員  河 村 修 一 

  委員  中 塩 弘 子 

  委員  平 内 平 吾 

  委員  小 向 弘 子 

  委員  船 橋 久 子 

 

   ※ 吉田委員は欠席 

 

（２）事務局 

  政策財政部長     中 西 敬 悦 

  同参事兼基地渉外課長 平 出 修 一 

  同同副参事兼課長補佐 三 浦   剛 

  同同課長補佐     山 下 勝 憲 

  同同渉外係長     山 本 京 子 

  同同対策係長     河 村 健 康 

  同同主事       鈴 木 夕貴恵 

 

４ 会議内容 

 

基地渉外課（河村）： 

 定刻となりましたので、はじめさせていただきます。この際、ご報告申し上げます。



先ほど吉田委員より、本日、急用のため会議を欠席させていただきたいとの連絡がご

ざいました。委員の皆様には、ご了承いただきたいと存じます。ただ今から、三沢市

基地対策審議会を開会いたします。審議会の開催にあたり、中西政策財政部長よりご

挨拶申し上げます。 

中西政策財政部長： 

 政策財政部長の中西でございます。市長並びに副市長がほかの公務のため出席がか

ないませんので、代わりまして、私のほうから審議会の開催にあたり一言ご挨拶申し

上げたいと思います。まずは常日頃より種市会長はじめ、審議会委員の皆様方には、

市政運営に対しまして、格別のご理解・ご協力を賜り誠にありがとうございます。衷

心より厚く御礼申し上げます。さて、最近の三沢基地を取り巻く情勢につきましては、

幸いにして、人命にかかわる重大な事件・事故は起こっていないものの、新聞報道等

で既にご承知のとおり、国から市に対しまして、基地の運用等に関する様々な変更が

伝えられております。市民の皆様方には、基地が所在することによって、航空機騒音

等のご負担を強いられていることと存じますが、市といたしましては、今後におきま

しても、市民生活に及ぼす影響を最小限に抑えるためにも、基地に係る様々な状況の

変化を注視しながら、迅速かつ適切に対処してまいりたいと考えております。本日は、

昨年１２月末に国から連絡のありました、米軍再編に係る訓練移転の拡充につきまし

て、諮問事項ではございませんが、その経過等を事務局よりご説明申し上げたいと存

じますので、委員の皆様方には、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。以上、

簡単ではございますが私からのご挨拶に代えさせていただきたいと思います。本日は

よろしくお願いいたします。 

基地渉外課（河村）： 

 続きまして、種市会長よりご挨拶申し上げます。 

種市会長： 

一言ご挨拶申し上げます。本日は審議会を招集したところ、お忙しい中にもかかわ

らずご出席をいただきまして誠にありがとうございます。ご承知のとおり当審議会は、

市長からの諮問に応じ、当市における基地問題を審議するという役割を担っておりま

す。本日は市長からの諮問事項ではございませんが、事務局より基地の運用の変更等

について、特に説明したい事項があるとのことですので審議会を招集した次第であり

ます。昨今の基地をめぐる動向につきましては、新聞報道等により既にご承知のこと

と思いますが、本日の会議はもちろんのこと、今後の審議会活動を通して、微力なが

ら当市の基地政策の一端を担ってまいりたいと考えております。最後になりますが、

委員の皆様方には、審議会運営にご協力を賜りますようお願い申し上げまして私らの

挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

基地渉外課（河村）： 

 ありがとうございました。それでは三沢市基地対策審議会条例第４条第２項により、

本審議会の議長は会長が務めることとなっておりますので、種市会長には議長をお願

い申し上げます。 



種市会長： 

 それでは、さっそく本日の案件に入りたいと思います。米軍再編に係る訓練移転の

拡充について、事務局からのご説明をお願いいたします。 

平出政策財政部参事兼基地渉外課長： 

それでは事務局からご説明させていただきますが、はじめに、本日は次第のほかに

資料１、資料２、資料３と用意させていただいております。その順番に沿ってご説明

させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは、三沢対地

射爆撃場を使用した米軍再編に係る訓練移転の拡充について、その概要についてご説

明いたします。先ずは資料１の３頁をご覧いただきたいと思います。はじめに、これ

までも沖縄の負担軽減のために行われてきている米軍再編に係る訓練移転について

ご説明いたします。米軍航空機の訓練移転につきましては、現在、米軍の嘉手納、三

沢及び岩国飛行場から、自衛隊の千歳、三沢、百里、小松、築城及び新田原の６基地

への訓練移転が行われております。三沢基地におきましても、平成１９年度からこれ

まで、嘉手納基地所属機又は岩国基地所属機による訓練移転が５回行われてきており、

三沢基地離発着による太平洋上訓練空域での自衛隊との空対空共同訓練が実施され

てきております。これが現状でございます。それでは、この度の三沢対地射爆撃場を

使用した空対地射爆撃訓練の追加についてご説明いたします。２頁をご覧いただきた

いと思います。これは、これまで岩国基地所属の米軍機が嘉手納基地に短期間移動し、

鳥島において射爆撃訓練を実施しておりますが、その訓練の一部を三沢対地射爆撃場

に移転するというものでございます。この訓練移転の射爆撃訓練は、年間最大で約３

０日ということでございます。これまでと同様に、岩国基地所属機が三沢基地又は千

歳基地に短期間移動し、これまでの訓練空域での空対空訓練のほか、三沢対地射爆撃

場を使用した訓練も実施することとなります。なお、沖縄県鳥島での射爆撃訓練は実

弾を使用しているとのことでありますが、三沢対地射爆撃場では、現行の使用条件を

遵守し、模擬弾を使用した訓練を行うとのことでございます。以上が三沢対地射爆撃

場を使用した空対地射爆撃訓練の追加についての概要でございます。続きまして、訓

練移転の拡充に対する各団体等からのご意見についてご説明いたします。資料２をご

覧いただきたいと思います。市といたしましては、防衛省からの連絡を受け、しかる

べき時期をとらえ、訓練移転の拡充に対する市の考えを表明するため、市内主要団体

等から、本件に関するご意見を伺ったところでございます。その概要についてご説明

申し上げます。はじめにＪＡおいらせ、「沖縄の負担軽減ということで、やむを得な

いという思いと、そのために三沢の比重が増してきているという思いの両面がある。

騒音対策はもちろんのこと、事故が心配なので、安全対策は万全にしてほしい。また、

訓練移転で三沢にくる軍人は、事件・事故等を起こさないよう徹底してほしい。」で

ございます。次に三沢市観光協会、「この訓練移転は沖縄の負担軽減であり、数少な

い射爆撃場が三沢にあるなど、防衛上も必要だということは理解する。沖縄の負担軽

減ということで、これまでも他の基地所在地と一緒に、少しずつ負担を受け入れてき

ている。三沢で全ての負担を受け入れるというのは困るが、訓練移転の際は、地域住



民の安全、騒音防止など、住民対策に十分配慮してほしい。」でございます。次に三

沢市商工会、「沖縄の負担軽減の観点から、もろ手を挙げるわけではないが、訓練移

転の追加はやむを得ない。ただし、夜間等の騒音や安全対策は十分留意していただき

たいし、タッチアンドゴーなど、別の訓練をあわせてやるようなことはあってはなら

ない。また、新たな米軍が来るのであるから、事件・事故のないよう万全な対策を講

じてほしい。万が一にも、そういうことのあった場合には、厳正な対応をお願いする。

これまでも、基地との共存共栄をうたっている三沢市であるので、信頼関係を損なう

ようなことはあってはならない。」でございます。次に三沢市漁業協同組合、「三沢対

地射爆撃場での訓練においては、これまでも戦闘機の墜落や模擬弾の誤投下などの事

故が発生していることから、多くの不安を抱いている。追加の訓練実施に際しては、

絶対に事故の無いよう、安全には十分配慮していただくとともに周辺漁業に支障をき

たすことのないようにお願いしたい。なお、漁業に支障をきたすことがあった場合に

は、国の責任において適切に対応して頂きたい。」でございます。続きまして三沢基

地周辺町内連合会、「この訓練移転は、三沢基地のほか対地射爆撃場も使用するし、

千歳基地からも自衛隊機や米軍機が飛来して射爆撃訓練を行うこととなる。沖縄の負

担軽減ということを考えれば、受け入れはやむを得ないと思うが、騒音や事故の危険

性は増すこととなるため、国は騒音対策などの住民対応を最優先で行うべきである。

また、いろいろな演習のときの通告等が間際になっている場合が多く、会として対応

するためにも迅速な情報の提供をお願いしたい。」でございます。最後に三沢市連合

町内会、「国防に関わる国と国の協議を経てのものであると理解しているが、訓練移

転となると騒音回数などが増えることとなる。現状の騒音対策については、いろいろ

と不備な部分もあると思っているので、騒音の低減に努めることと、防音を含めた住

民対策に十二分な対応をお願いしたい。加えて、犯罪や事故は絶対にあってはならな

いので予防対策を徹底してほしい。」でございます。以上が市内６団体からのご意見

でございます。また、去る２月１０日、三沢市議会基地対策特別委員会が開催され、

市内６団体からのご意見をご報告申し上げるとともに、委員会としてのご意見を拝聴

したところでありますが、委員会としては、「訓練移転はやむを得ないだろうという

のが大方の委員の意見である。しかしながら、沖縄の負担軽減はなされる反面、その

危険、あるいは負担を我が三沢地域住民が担わなければならないことも確かなことで

ある。よって、民生安定対策はもちろん、我々特別委員会がこれまで国に対して要望

してきたもの、これらが同時進行するよう国に強く求めるべきだ。」といった意見集

約がなされたところであります。最後に資料３についてご説明申し上げます。先ほど

申し上げましたとおり、米軍再編に係る訓練移転につきましては、これまで米軍の嘉

手納、三沢及び岩国飛行場から、自衛隊の千歳、三沢、百里、小松、築城及び新田原

の６基地への訓練移転が行われ、三沢基地におきましても、平成１９年度から述べ５

回の訓練移転が行われております。お手元の資料３につきましては、年度別の訓練実

施状況等の詳細や、これに係る苦情件数をまとめたものでございます。参考までにお

配りいたしましたのでお目通しいただければと思っております。以上が米軍再編に係



る訓練移転の拡充についての説明でございますが、必要に応じまして質疑等をお受け

しつつ、今後、市としての考えを表明するため、委員の皆様からのご意見も頂戴いた

したいと考えておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

種市会長： 

 ありがとうございました。それでは、ただ今の説明に対しまして、まず質疑応答を

行いたいと思います。意見のほうはその後に受けたいと思いますので、説明に対する

質問等ありましたらよろしくお願い申し上げます。 

村上委員： 

 今回の移転訓練拡充ということで、空対地射爆撃訓練だけの追加というふうに認識

してよろしいでしょうか。それでほかの移転訓練はこれまでどおりということでよろ

しいですか。 

平出政策財政部参事兼基地渉外課長： 

 今、村上委員さんお話のとおり、今までも空対空訓練を実施しているんですが、そ

れに、この対地の射爆撃訓練が追加になるという拡充でございます。 

村上委員： 

 そうしますと問題は、ここに書いてあるとおり騒音の軽減を資するということで、

嘉手納の分をこちらに持ってくるということなんですが、嘉手納のほうからこちらに

持ってきたことによって、訓練の回数が一年間でやるうちの何パーセントか減って、

逆に今度は三沢基地に持ってきたことによって、三沢基地が年間の訓練回数に対して、

プラス何パーセントになるのかということがわからないと、騒音が実際に一年間で、

三沢市民が受けている騒音の数を百とするならば、そのうち約何パーセントぐらい増

えるのかということがわからないと我々はイエスかノーかということは言えないと

思うんですよ。その辺は逆に言うと年間最大で３０日間、日数は何日であろうが、何

回飛ぶのかということが実際の我々が受ける騒音の大きさだと思います。その数が機

密であって話せないというのであれば、比較した数で何パーセントかという表示がで

きないものかというのが質問であります。 

中西政策財政部長： 

 村上委員さんおっしゃるとおり、飛行回数を把握するということは私どもも十分考

えておりました。ただいかんせん、ＦＡ１８というのは艦載機で、三沢基地を離発着

する場合、この対地の演習以外でも現実に運用の問題で既に来てございます。そうな

ると私どもがカウントすることがほぼ不可能になってくる可能性があります。そうい

った情報収集には努めますが、それで米軍のほうにその数値を教えてくれといった場

合、その情報が得られるかどうかということになると甚だ疑問が残る状況でございま

す。 

村上委員： 

 恐らく数を出せといっても、恐らく数そのものが技量の把握ということになると思

いますので、多分、政治的配慮で数が出せないという話も出てくるかと思いますが、

実際にどのくらいになるのか…。概数でもいいので、こっちは受けるほうですので、



防衛省に対して何パーセント、そっちが減って、こっちが増えるんだということがわ

からないと言えないということを、国に対して要求すべきだと。以上です。 

中西政策財政部長： 

 これは沖縄の負担軽減に対する米軍再編ということで、空対空の演習につきまして、

日本国内６基地のほうで受入表明したその延長にございまして、当然、三沢市の要望

としては、再編に伴う演習が増えるということでございますので、それに対する騒音

とか事故防止、これは当然でございますが、民生安定に対する国の配慮とかそういっ

たものも要望してまいりたいと思います。 

種市会長： 

 ほかに質問等ございませんか。 

河村委員： 

 訓練移転は３０日間ということですけれど、準備期間と後始末の期間を含めると、

実質、どれくらいの期間になるのか把握していますか。それともう一つ、ユニットと

してどれくらいの人数が入ってくるのか教えてください。 

中西政策財政部長： 

 準備期間及び撤収するまでの期間の詳細は、はっきり申し上げて、現段階で承知し

てございませんが、訓練の対応といたしましては、過去の再編の訓練を例に申し上げ

ますと、タイプⅠとタイプⅡというのがございます。いずれの運用をするのかは、そ

の時にならなければ分かりませんが、参考までにタイプⅠ訓練というものは、一回に

つき、１ないし５機の米軍機が、１ないし７日間参加する訓練、タイプⅡと申します

のは、一回につき、６機から１２機の米軍機が、８日から１４日間参加する訓練、以

上がその内容でございます。ちなみに過去に三沢市で行われた訓練に関しましては、

平成１９年にはタイプⅠ、これ４日間やっております。平成２０年にはタイプⅡ、こ

れも実施日数が４日、平成２１年７月がタイプⅡが３日間、それと２１年２月にタイ

プⅡが９日間、平成２２年はタイプⅡが５日間、以上過去５回の演習が行われた実績

ということになっておりまして、現在承知している情報ではここまででございます。

人数でございますけれど、概ねタイプⅠのときは、過去の例でいきますと８０名、タ

イプⅡにつきましては、最小が７０名で、次に少ないのが９０名で、次に少ないのが

１４０名、最大で１５０名ということになってございます。 

河村委員： 

 これは整備とかその辺も含めた人数ですか。 

中西政策財政部長： 

 そうです。 

河村委員： 

 じゃあ家族は入ってないですね…。 

中西政策財政部長： 

 入ってないです。正直に申し上げまして、家族が一緒にお見えになっているかどう

かわからない部分がございます。それで隊員につきましては、原則、基地内居住にな



るであろうということで話は伺っております。 

河村委員： 

 あと二つほど。この訓練に来る部隊の所属は海軍ですか空軍ですか。 

平出政策財政部参事兼基地渉外課長： 

 岩国基地所属ということで海兵隊でございます。 

河村委員： 

 海軍ですね…。 

船橋委員： 

 海兵隊は海軍とは違います。海兵隊、海軍、空軍、陸軍の四つとなっています。 

河村委員： 

 四つなんですね…。それともう一つ、指揮権と監督はどこが取りますか。 

中西政策財政部長： 

 演習といいますか、三沢飛行場の管制権、従来の管制の中に入り込むということで、

今の管制権のほうに従うということになります。ですから飛行計画は事前に出されま

して、他航空機の飛行計画との突合は当然行うでしょうから、実際は３空団のほうの

管制に従うことになると思います。 

種市会長： 

 ほかにありませんか。 

平内委員： 

 市内６団体から意見を聞いたということですが、その団体のどういう方々から意見

を聞いたのか。例えば役員だけだとか、あるいは執行部だけだとか、また会員や組合

員であればどなたでも参加できたというふうなことでの事情聴取なのか。それから各

団体、何人くらい集まったのか、もしわかれば教えてください。 

平出政策財政部参事兼基地渉外課長： 

 各団体にご意見をお伺いしたわけでありますが、各団体とも会長さん、副会長さん、

人数に違いはありますが役員の方にご説明申し上げて意見をいだいてございます。人

数につきましては、多いところですと２０名近くの団体さんもございますし、また５

名ぐらいの役員の方でご意見を伺ったところもございます。 

種市会長： 

 主に組織の役員中心ですね。 

平出政策財政部参事兼基地渉外課長： 

 はい。 

種市会長： 

 あとはどうでしょうか。 

（「ないです」の声あり。） 

資料に対する質問はありませんね。 

（「はい」の声あり。） 

 ないようですので、続いて本件に関する各委員のご意見があれば伺いたいと思いま



すが、ご意見よろしくお願いいたします。何かございませんか。 

河村委員： 

 今まで基地と共存共栄ということで進んできていますけれども、つかみづらい団体、

団体と言えばいいのかな。軍隊と言えばいいのかな。指揮権がどこにあるとしても、

そことうまく共存共栄できるのかどうか。それと海兵隊ということであれば、一般的

に荒くれ者で問題を起こしていますが、例えば沖縄で事故や犯罪を起こしているのは

その辺の人が多いというふうに思っていますけれど、その辺の対策とか、約束事とか

は考えていますか。 

中西政策財政部長： 

 まず実績を前提にお話しさせていただきますと、先ほどちょっとお話したように、

空対空演習としては、運用の一環として、既にＦＡ１８は何度も三沢に来てございま

す。しかしながら、頻度が増す可能性は十分あるわけでございますので、意見をお伺

いした各団体の方々からも同様に空軍以外の海兵隊だということで、そこら辺は十分

指導してもらいたいというご意見もいただいてございます。当然、そういった結果も

いただいておりますので私どもも基地のトップとなる空軍司令官に申し入れを事前

に十分してまいりたいと思います。加えまして、基地内居住ということでハウスに居

住するわけではないので夜間の騒音とか、そういったことについては、問題は少ない

のかなと…。ハウスのほうに住まわれている方がよく問題を起こすのは、深夜に大音

量で音楽を流すとか、騒ぐというのはあるんですがそれらはクリアできるかもしれな

いと思っておりますが、いずれにいたしましても、そういった市民の方々に不安を与

えるような要素は排除しなければならないので、十分要請してまいりたいと思います。

それで順番が逆になってしまいますが、共存共栄ということでありますが、これは当

市の大前提でございますし、米軍の司令官並びに幹部の人達もこれは十分承知してご

ざいます。米軍基地内では、新規にいらっしゃった家族等には何回か教育をやってご

ざいます。いろいろなセミナーがあるんですけれど、決して少なくはない回数の教育

実習みたいなものを実施してございます。基地に所属する軍人として、三沢市民と、

どのようにつき合うべきか、問題を起こすなとか、そういった研修を行っていますの

で、そこら辺の教育も一層力を入れていただきたいということはお話してまいりたい

と思っております。よって共存共栄が崩れない方向で進めてまいりたいと考えてござ

います。 

河村委員： 

 海兵隊を空軍が監督できるんですか。 

中西政策財政部長： 

 組織上の問題として、現段階でも三沢基地には海軍及び陸軍が入ってございます。

そういった諸々に対して要請云々は、今の空軍の司令官になってございますので、責

任者は空軍の司令官ということになり得ると思いますので、窓口として同じ対応をし

てまいりたいと思います。万が一、米軍のほうで窓口を設けるというのであれば、あ

りとあらゆる窓口に対して、そういう要請等はしてまいりたいと考えてございます。 



河村委員： 

 各団体からの要望らしきものがのっているんですれども、民生安定とか障害防止と

か、これって三沢市が必要なものに対して、国で補助するという考えですよね。ここ

をまず一つ。それと年間最大３０日ということは、３０日やられる可能性があるとい

うことですよね。それに対して、今までの民生安定とか障害防止、その事業だけで三

沢市はいいと考えるのか。その辺もあわせて答えていただければ…。 

中西政策財政部長： 

 基本的な原則論で申し上げますと、あくまでこれは再編に係るものでございますの

で、これに対する手当ては、再編交付金で手当てするというのが原則でございます。

ただ、それはあくまで沖縄の負担軽減を受入れる自治体への配慮ということでござい

ますが、騒音対策とかそういったものは、また別枠と考えておりますので、それぞれ

必要な事案については、別箇に防衛省のほうに要望・要求・協議をしてまいりたいと

思っております。それで三沢市が必要とするものかというご意見でしたが、交付金で

ございますので、使途はある程度、補助金と違いまして広がります。あと別箇のメニ

ューについては、騒音測定の結果、その他いろいろな条件を踏まえまして国に要望し

て、できる限り実現を迫ってまいりたいと考えております。以上です。 

河村委員： 

 もう一つ、直轄事業で何かということは考えていませんか。 

中西政策財政部長： 

 考えていないこともないのですが、対外的なこともありますし、現段階では差し控

えさせていただきたいと思うのですが…。 

河村委員： 

 了解しました。 

種市会長： 

ほかにございませんか。 

（「ないです」の声あり。） 

ないようですので、最後に私から。いろいろ話はでましたが、防衛省からの連絡を

受け、これまで各種団体、市議会の基地対策特別委員会、そして当審議会へ説明等を

されてきたわけでありますが、市におかれましては、各種団体や市民の代表である市

議会のご意見、さらには当審議会での意見を踏まえつつ、総合的に判断していただき

たいと思います。なお場合によっては、国に対し、住宅防音工事の確実な実施をはじ

め、民生安定対策の強力な推進を求めるなど、しっかりとした住民対策をお願い申し

上げる次第です。私からは以上です。委員の皆様ご協力ありがとうございます。 

基地渉外課（河村）： 

以上で本日の予定は全て終了いたしました。これをもちまして三沢市基地対策審議

会を閉会いたします。 

 

終了時間 午後３時４２分 


